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UR賃貸住宅における在居住者向け
借主負担型改修制度の在り方の研究

1. 研究の背景と目的
1-1. 背景
1-1-1. 賃貸住宅における借主負担型
改修
　賃貸住宅において住宅は借主に
とって「借り物」であり、退去する
際は元の状態にして戻す「原状回
復」という日本独特の制度が壁とな
り、借主である居住者が自分の住む
場所に手を入れることは難しい状況
となっている。この状況が居住者の
住む場所への興味を薄れさせ、また
住む楽しみの一つを奪っている。そ
こで、借主負担型改修に注目が集まっ
ている。借主自身が手を入れること
が出来るようにすることで、住む場
所への愛着を取り戻し、ひいては地
域への愛着へつながることとなる。

1-1-2. 社会的背景と借主負担型改修
制度
　実社会においても改装可能な賃貸
物件だけを集めた不動産検索サイト
の登場など借主による住戸内の改修
が広がりを見せている。そのような
流 れ を 受 け て、2014 年 3 月 20 日
に「個人住宅の賃貸流通の促進に関

する検討会」の最終報告において、「借
主負担 DIY の賃貸借」と「適切な空
き家管理」の指針が示された (fig.1)。
ここでの「借主負担 DIY」は本論文
における「借主負担型改修」と同義
である。貸主が修繕義務を負わない
代わりに借主が自費で自由に部屋の
修繕や模様替えをする事が出来、そ
して原状回復義務も負わないという
ものである。
 
1-1-3.UR 賃貸住宅（ストック活用型）
における借主負担型改修制度の必要
性
　UR 都市機構（以下 UR）のストッ
ク活用型の団地は入居開始後およそ
40 年前後を経ているが、未だ事業主
体による全面的維持管理がなされて
いる。 整備対応を事業主体のみに委
ねるのではなく、居住者の参加によ
る自主的改修の道を開くべきである。
具体的には、退去時の内装の原状回
復義務の軽減・ 解消や、一定の範囲
での自由な改修 を許容する姿勢への
転換が必要である。 
UR 団地では、すでに新規入居者には
一定の条件での借主負担型改修が可

能になる住戸を設けている。しかし、
この制度は新規の居住者にのみ認め
られており、この制度を既存居住者
にも展開するためには、専門家や制
度が居住者を支援し、自らの住まい
に手をかけることが出来る仕組みが
必要である。

1-1-4.　借主負担型改修制度に対す
る居住者ニーズ
　京都府八幡市男山団地にある「Petit 
DIY モデルルーム」やイベント「DIY
ラボ」を訪れた現居住者の方々からは

「自分の家でもやりたい」「誰かの助け
があれば出来そう」といった借主負担
型改修の実施に前向きな趣旨の意見が
聞かれた。しかし、それと同時に新規
居住者のみに限られていることに対す
る落胆の声も多く聞かれた。
　また、民間会社の賃貸住宅居住者
を対象にした調査からは、自身の家
に手を入れることに一定のニーズが
あり、国土交通省指針内「借主負担
型 DIY」賃貸契約に対して半数近く
が利用意向を示している。　

1-2.　研究の目的
　本研究は UR 賃貸住宅における借
主負担型改修制度の現状、過去を明
らかにし、新たな制度、システムの
提案につなげることを目的としてい
る。現状の制度は非常に複雑でよく
整理されているとは言えない。それ
らを整理することで、問題点を洗い
出し、新たな制度の在り方を探る。
　なお、本論文では「生活を豊かに
する改修」に焦点を当てて論ずる。
本論文では「住戸への愛着」「生活す
る上での楽しみ」をもたらす改修を

「生活を豊かにする改修」と呼ぶ。こ
れにはただ単に機械的利便性、安全図 1. 賃貸一般型と借主負担 DIY 型の違い

一般賃貸型

借主負担
DIY 型
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性を生み出す改修は含まず、居住者
自身が自分で考え、決断する事で趣
味趣向が現れ、居住者満足に繋がる
改修を含む。

2.UR 賃貸住宅における現状の借主負
担型改修制度
　現在、UR には借主負担型改修制度
は３種類ある。まず、制度の方向性と
して在居住者と新規居住者向けに分け
られ、入居率が 89.5％（H22 年度末
現在）である UR 賃貸住宅において新
規居住者のみを対象とした制度は広が
りを見せるとは思えない。しかし、唯
一の在居住者向け制度である「模様替
え制度」は項目数で対比すると自由度
が高いと見えるが、工作基準という細
かな決まりのため、居住者が「生活を
豊かにする改修」を自由に行うことが
できない（図 2、図 4）。
　また UR の立場に立ってみると管
理費用に直結する空家修繕の有無、
修繕内容は重要なポイントだ。1-1-3
で述べた国の指針における「借主負
担 DIY 型」の賃貸住宅は貸手の修繕
義務がなしになっていることで借主
負担型改修が認められており、安易
に空家修繕有りである「模様替え制
度」を「DIY 住宅」と同じ自由度に
するべきと言う事は出来ない。
 
3. 在居住者向け借主負担型改修制度
「模様替え制度」の詳細

3-1. 模様替え制度の変遷
　1955 年に日本住宅公団が設立さ
れた７年後に制定された模様替え申
請は、1997 年に基準が大幅に緩和
され、原状回復免除項目も大幅に増
加した。その後も居住者のニーズに
あわせて原状回復免除の項目が追加

図 2. 借主負担型改修制度の比較表

図 3.

模様替え申請 DIY Petit DIY
(１)　木造部分 ◯ ◯ ◯
(２)　コンクリート ◯ ◯ ×

２.多目的スリーブ孔
の穿孔免除

◯ ◯ ×

３.造作 (１)造作 × ◯ ×
(１)　畳の取替え ◯ ◯ ◯
(２)　畳床のフローリング化 ◯ ◯ ×
(３)　フローリング床材の増張 ◯ ◯ ◯
床材の変更 × ◯ ×
(４)　玄関床シート張り ◯ ◯ ◯
(５)　バルコニー床防水 ◯ ◯ ×
(６)　浴室洗い場のタイル増張 ◯ ◯ ×
(７)　浴室洗い場の段差解消
（床の嵩上げ）

◯ ◯ ×

(８)　便所床の段差解消
（床の嵩上げ）

◯ ◯ ×

(１)　壁紙の張替え ◯ ◯ ◯
(２)　壁のタイル張り ◯ ◯ ×
(３)　壁の塗装 ◯ ◯ ◯
(4)　台所壁のパネル化 ◯ ◯ ×
(１)　居室天井の仕様変更 △ ◯ ×
(２)　浴室天井の改修 △ ◯ ×
(１)　網戸の設置
（バルコニー、手すりがなく落
下の恐れがある場合）

× ◯ ×

(２)　ふすまの材質変更
（和ぶすまから量産ぶすま

◯ ◯ ×

(３)　ふすまの張替え ◯ ◯ ◯
(４)　カーテンレール ◯ ◯ ×
(５)　住戸内安全手すり ◯ ◯ ×
(10)　ＤＫ・和室の一室化
（間仕切り襖・中鴨居の撤去）

◯ ◯ ×

(11)　ＤＫ等の引き戸の取替 ◯ ◯ ×
(12)　押入れのクローゼット化 ◯ ◯ ×
１.給水栓等 △ ◯ ×
2.便器（当初設置した型式と
異なるものを設置する場合）

× ◯ ×

４　洗面化粧台 ◯ ◯ △
６　浄水器 × ◯ ×
８　キッチンシステム ◯ ◯ ×
９　吊戸棚 △ ◯ △
３　インターホン（テレビモニ
ター付き含む）

× ◯ ×

７　スイッチの取替え（ワイド ◯ ◯ ◯

４.床の仕上げ

１．釘類等の使用

７.その他

６.天井の仕上げ

５.壁の仕上げ

８.機械

図 4. 借主負担型改修制度項目別比較

総申請数 464件
設備 72.6%
安全（防犯、バリアフリー） 18.1%
建具 3.9%
床、壁、天井 2.2%

京都住まいｾﾝﾀｰ（14.4.1～15.1.20）

図 5. 利用状況
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されていった。
　このころに UR 内で作成された資
料によると基本的に模様替え申請は
居住者サービスの一環であり、原状
回復の有無の境界は「管理上問題が
無いかどうか」「UR の今後設置する
予定があるかどうか」「後の居住者が
引き続き使用できるかどうか」であ
ることがわかる（図 3）。
 
 3-2. 利用状況
約 2,3000 戸を管理する京都住まい
センターの管轄エリアにおいて、約
10 か月間で 464 件の申請が行われ
た。これは最大でも全体の 2% ほど
しか利用していないこととなる。内
訳としては設備と安全関係の項目の
申請が 9 割を占め、「生活を豊かに
する改修」が行われているとは言え
ない（図 5）。

3-3. 管理状況
　これから居住者、UR 双方が納得す
る方法で模様替え制度の改定を行っ
ていくには現在、UR が住戸をどのよ
うに管理しているかを理解する必要
がある。

3-3-1. 住戸管理システム
　UR 社内において各住戸はパソコン
上の画面で一つ一つ管理される。社
内システムであるため、画面の画像
を記載することは出来ないが、模様
替え制度利用の有無は 10 項目（図 6）
のみ選択することが出来、それ以外
の項目は「その他」という項目に自
由記述で処理される。この「その

他」の項目に記載する種類が増加す
ると UR としては管理が煩雑になる。
 
3-3-2. 管理区分
　UR が管理、入居者募集するにあ
たって管理区分というものがある。
住戸の間取りの後ろに和洋室、設置
されている設備等を記号で表してい

る ( 図 7）。しかし、この表記は模様
替え制度の項目すべてに対応してい
るわけではなく、間取りの後ろの記
号は主要な追加設備のみ記載されて
いる。例えば、追加記号として記号
が割り振られていない模様替え制度
項目「壁紙の張替」などが残置され
ている場合であっても募集上は同じ

図 6. システム管理画面より

図 7. 管理区分の例

図 8.UR 賃貸募集ページより

図 9. 居住者の負担で修繕又は取り替えるもの
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表記である。そのため UR 職員も実際
に現地を訪れて最終確認をしかない。
　模様替え制度の適用する項目を今
後拡大していった場合、この管理区
分が無限に増加し、UR 側も管理が困
難になるため、項目の大幅な拡大に
は消極的となっている。

3-3-3. 募集方法（HP）
　現在の HP では模様替え制度原状
回復免除項目の残置状況は読み取る
ことができない（図 8）。平面図に関
しても同じ住戸タイプはすべて同じ
図面が表記されている。今後、原状
回復免除項目拡大を目指していった
場合、同じ住戸タイプでも「壁紙が
貼り替えられている」「キッチンが取
り替えられている」など微妙な差異
が生まれると考えられる。そういっ
た違いを入居希望者が確認できるよ
うしていく必要があるだろう。
　
3-3-4. 修繕周期
　UR 賃貸住宅における UR 自身が行
う住戸修繕には「経常的修繕」「計画
的修繕」「空家修繕」に分けられ、基
本的に天井、壁、床の小さな損傷は居
住者で負担し、建具、収納においては
ほぼ全てが居住者側の負担となってい
る（図 9）。だが、実際に行われてい
る修繕内容については未だ不明であ
り、今後明らかにする必要がある。

3-4. 工作基準
　次に模様替え制度で各項目別に細
かく定められている工作基準につい
て記述する。この工作基準に則って
行わなければ原状回復免除は認めら
れない
　今回は模様替え制度の項目の中で

「生活を豊かにする改修」につながる
項目を取り上げ、設備関連やバリア
フリーに関する項目は今回割愛する。
 
3-4-1. 塗装
　塗装は一般の人でも気軽に取り組
むことができ、その色使いによって
部屋の雰囲気を変える事が可能であ

る。しかし、現在の工作基準では使
える色は限られ、薄く地味な色が多
い。これは UR が居住者退去後の空
き家改修によって簡単に白に戻すこ
とができる事を基準にしていると考
えられる。現状の少ない色数から範
囲を拡大していくこと
で、居住者の選択肢が
広がるが、管理する側
からすると、濃い色を
使用された場合に起こ
る問題が不安点として
残る。たとえば、濃い色
に塗られた壁を薄い色に
塗り替えようとした際に
何度も上塗りしないとい
けないのではないか等
で、施工上の問題である。
　また、塗装を行える
場所は既存塗装壁面の
みであり、建具、壁紙
が貼られている面は塗
装 不 可 で あ る。「 既 存
塗装面」という条件は
同じであるのに制度上、
違いがある事に疑問が
残る。
既存壁紙部分に塗料を
上塗りすることに関し
ては UR と工務店へのヒ
アリングでは意見が食
い違っている。また壁
紙職人によると「壁紙
をはがす際の手間」な
ど人件費に関わる問題
な ど も 出 て き て い る。
天井部分への塗装につ
いては他のいくつかの
企画住戸において実施
されている（図 10）。

3-4-2. 壁紙の張替
　壁紙に関する工作基
準は色、柄などにおい
て自由度が高い。これ
は空家修繕の際に既存
壁紙と手間はかわらな

いからということが考えられる。比
較的自由なこの項目を使い、部屋の
印象を変えることは可能であるが、
しかし、現在の模様替え申請の利用
状況を見ても、この項目は利用され
ていない。これは居住者自身が張り

図 10. ひる石天井を塗装した企画住戸

図 11. クローゼットを解体し、収納以外として利用

図 12. 下部扉の無いキッチン
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替えの施工を行うことについては技
術的な心配や問題があるようだ。
　これに対して、壁紙張り替えの技
術を教える講座や張り替えをサポー
トする仕組みを導入することで居住
者が気軽にこの項目を利用できるよ
うになるのではないだろうか。
　
3-4-3.　畳のフローリング化
　工作基準により工法の詳細が決めら
れており、それに従わなければ原状回
復を求められる。しかし、施工をする
業者、大工の技量により工法は変更さ
れることがあり、今後も技術の発展や
施工者の技量の変化により、様々な工
法が出続けることがありうる。詳細な
工法を指定せずに遮音性能（L40 等の
遮音等級）のみ測定するといった方法
もあると思われる。

3-4-4.　押し入れのクローゼット化
　団地の押入の中段を取り壊すなど
し、ハンガーパイプ付きのクローゼッ
トにすることができる項目である。
既存の押入には「深くて使いにくい」
という意見が多く聞かれ、中段が無
くなることにより、その場所に家具
を置くことや部屋の一部として使う
など、利用の幅が広がる (fig.11)。
　また、UR 社内では企画住戸等で
収納が減った住戸について「収納は
足りているのか」という議論があり、
居住者の収納量の実態を把握し、議
論を深めていくべきであろう。

3-4-5. キッチンの取替え
　居住者は現状と同等以上の性能を
持つキッチンに自費で取り替える事
ができる。そしてキッチンに付随す
る収納に関しては既存と同等の収納
力が必要であり、これには扉の有無
なども含まれ扉が無い物は認められ
ない（図 12）。
　しかし、一方、居住者の意見では「吊
戸棚は使いにくい」という意見も聞
かれる。これも押入のクローゼット
化と同じく、企画住戸の収納量に疑
問を呈する議論が行われており、今

後居住者の意見も含めた議論を深め
ていく必要がある。
 
3-4-6. 襖の張替え
　ふすまの張替に関して、基準上は
張替可となっているが、UR 賃貸住宅
では本来和襖であったものが、量産
襖（ダンボール襖）に取替えられて
いっている。量産襖は本来、張替を
行うようなものではなく、使い捨て
にされることが多い。制度と実態が
あっていないと考えられる。

3-4-7. 釘類の使用
　壁にビス等の釘類を打ち込むこと
を認める項目である。木造壁では基
本的に胴縁に、コンクリート部分に
は家具転倒防止のみでしか釘類の使
用は認められていない。

3-4-8. 小結
 　今後、模様替え制度の適用範囲を
拡大していくには、まず UR と協力
しながら工作基準を定めている理由
を一つ一つ実験、検証していく必要
がある。また、現在の企画住戸で開発、
実験的に行われている工法を検証し、
通常の住戸の模様替え制度の項目と
して導入可能かの検討を行うべきで
ある（図 13）。

　そして現在の居住者の収納に対す
る満足度、及び住戸の実態を把握し、
制度に反映することが必要である。
　また、居住者自身が DIY 的に施工
することをサポートするような取り
組みを行うことでよりこの制度を活
用してもらうことが可能になると考
えられる。

4. 考察と結論
4-1. 考察
　これまでの考察を整理し、まとめる。
 　以上の考察より、現在の制度では
居住者のニーズを満たしておらず、
在居住者向けの制度で、居住者サー
ビスとして存在する「模様替え制度」
を拡大していくべきである。そして、
現状の工作基準を緩和、見直しする
必要がある（図 14）。
　また、住戸を管理する視点から言
えば現在の管理区分を増加させるこ
となく、居住者による「壁紙の張替え」

「壁の塗装」などを修繕履歴を管理す
るデータベースに組み込み、入居希
望者がその住戸の補修、借主負担型
改修の状況を確認出来るようにすべ
きである。
　なお、居住者ニーズ、現在の修繕
実態については継続的に調査をする
必要がある。

図 13. 工作基準の課題



4

本リーフレットは、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「集合住宅 “ 団地 ” の再編 ( 再生・更新 ) 手法に関する技術開発研究
( 平成 23年度 ~平成 27年度 )」によって作成された。

関西大学
先端科学技術推進機構  地域再生センター
〒 564-8680  大阪府吹田市山手町 3 丁目 3 番 35 号
先端科学技術推進機 4F 団地再編プロジェクト室
 Tel  : 06-6368-1111（内線 :6720）
URL : http://ksdp.jimdo.com/

発行：2015 年 9 月『UR賃貸住宅における在居住者向け借主負担型改修制度の在り方の研究』

作成：塗師木 伸介（関西大学大学院 博士課程前期）
　　　宮崎 篤徳（関西大学 先端科学技術推進機構）

多様な集住環境としての団地再編の空間イメージを探る   ラビ団地の団地空間再編手法

4-2. 結論  –UR 賃貸住宅における新た
な在居住者向け借主負担型改修制度 -
(1) 模様替え制度の工作基準の緩和
　これからの UR 賃貸住宅において、
居住者が生活を豊かにする改修を行
うことが出来る新たな在居住者向け
借主負担型改修制度を提案する。こ
れと同時に既に入居している居住者
に DIY 住戸への契約変更を一定数認
める。

(2) 修繕履歴データベースに改修・修
繕カルテ組込
　現状の修繕履歴データベースを入
居希望者も閲覧可能にし、空家修繕
と借主負担型改修を一括管理するこ
とにより、各住戸で行われた工事の
履歴を容易に確認する事が出来るよ
うにする。新制度を利用し、住戸の
改修を行った居住者にはカルテ作成
を義務づける。
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図 14. 下部扉の無いキッチン


